
「令和５年度（令和４年度からの繰越分）障害福祉分野のＩＣＴ導入モデル事業」 

作業要領 

 

１ 事業の目的 

本事業は、障害福祉分野におけるＩＣＴの活用により障害福祉サービス事業所等におけ

る業務効率化及び職員の業務負担軽減を推進するため、障害福祉サービス事業所等がＩＣ

Ｔを導入する際の経費を支援し、ＩＣＴの活用モデルを構築することを目的とする。 

 

２ 本事業の補助対象事業者 

千葉県内（指定都市及び中核市を除く）に所在する障害福祉サービス事業者、障害者  

支援施設事業者、一般相談支援事業者、特定相談支援事業者、障害児支援事業者及び障害

児相談支援事業者（以下、「障害福祉サービス事業者等」という。） 

 

３ 補助単価及び補助率 

（１）補助単価  １施設・事業所あたり最大１００万円とする。 

（２）補助割合  ３／４ 

 

４    補助対象 

  次のＩＣＴ機器等に係る導入費用（工事費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、

使用料及び賃借料、備品購入費）を補助対象とする。 

①情報端末（タブレット端末・スマートフォン等 ハードウェア、インカム） 

②ソフトウェア（開発の際の開発基盤のみは対象外） 

③通信環境機器等（Ｗｉ-Ｆｉ、ルーターなど） 

④保守経費等（クラウドサービス、保守・サポート費、導入設定、導入研修、セキュリ 

ティ対策など） 

※当該年度中に係る経費のみを補助対象とする。 

※②について、「業務支援」又は「バックオフィス業務」のいずれかを一気通貫（転記等

の業務が発生しない）で実施する環境を実現する商用製品に限り補助対象とする 

※③及び④については、①及び②の導入に必要なものに限り補助対象とする。 

※リース費用については、補助対象外とする。 

※インターネット回線使用料等の通信費、その他本事業の目的・趣旨から逸脱している

経費は対象外とする。 

 

５ その他留意事項 

（１）経済産業省が実施している「サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業」による補助を

受ける障害福祉サービス事業者等の場合には、当該補助を受ける部分については本事業

の補助対象としないこと。 

 



（２）令和５年２月１６日障発０２１６第３号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通

知に基づく「令和４年度障害福祉分野のロボット等導入支援事業」の対象となるものに

ついては、本事業の補助対象とならないこと。 

（３）過去に障害福祉サービス事業者等に対する同様のＩＣＴ導入支援補助金（「令和３年

度障害福祉分野のＩＣＴ導入モデル事業」等）により補助を受けて同種のＩＣＴ機器等

を購入したことがある障害福祉サービス事業者等は、本事業による補助の対象とならな

いこと。 

（４）導入経費を算定するに当たっては、補助金の適正化や経済性の観点から、あらかじめ

複数の業者から見積書を徴し、原則として最低価格を提示した業者を選定すること。 

（５）補助を受けるためには、県が、事業者等を対象に開催する研修会へ参加することを要

する。 

（６）本事業によりＩＣＴ 機器等を導入した事業者は、実績報告書とは別に、概ね導入    

２か月後に、客観的かつ定量的な指標に基づいて導入前後を比較の上、導入製品の内容

や生産性向上による業務効率化及び職員の業務負担軽減の効果等について、都道府県に

報告することとする。 

（７）事業者は、上記の報告内容について自身のホームページ等で公表するとともに、都道

府県等も、事業者の公表情報について都道府県等ホームページに掲載するなど、広く情

報提供することとする。 

(８) 本事業はＩＣＴ機器等の導入による生産性の向上の効果測定を行うものであり、事業

所新規開設時の補助を目的としていない。ついては、導入成果を客観的・定量的に確認・ 

分析できない場合は補助の対象とならない。 

 

６ 提出書類及び提出期限  

別紙１～３を作成し、参考書類（導入するＩＣＴ機器等のパンフレット、見積書等）を

添付の上、令和５年７月７日（金）までに電子メールで提出すること。 

提出先メールアドレス：sisetusido@mz.pref.chiba.lg.jp（担当：和田宛て） 

 

 


